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憲法学習のフロンティア

一対国家規範性と平等権について考える授業

The　Frontier　of　Learning　about　the　Constitution　of　Japan

奥　野　浩之

要旨　本研究では、新学習指導要領が求める法教育に関する教育方法を探求するための具体的・実

践的な試みとして、憲法学の基本書を手がかりにして、憲法と法律の相違点を理解する上で必要不

可欠な知識を習得し、さらには習得した知識を活用できる授業案の開発を行った。また、中学校社

会科公民的分野における教材選択、活用の具体的な事例として、平等権に関する判決文を取り入れ

た教育方法の試みを示した。

キーワード　新学習指導要領、カリキュラム、教育方法、公民教育、法教育

1．はじめに

　社会科で求められる公民的資質とは、必ずし

も多数派の意見に従うことではない。民主主義

社会における公民的資質には、多数決によって

確定した社会的合意について理解したうえで、

自らの意見を構築することも重要になってく

る。つまり、少数派の意見も重要なのである。

裁判においても、少数意見というものが出てく

る。少数意見といえども、裁判官の意見は法に

基づいて下されたものである。実際に、少数意

見が世論を動かし、別の類似の事件での判決を

変えた例も多く存在する。たとえ自らの意見が

多数派の意見になったとしても、少数派の意見

を理解したうえで、自らの意見を下すことが重

要である。そのような意味で、判決文は少数派

の意見も記載されており、社会科における教材

としての資質を高い水準で充たすのである。本

研究では、判決文に見られる少数派の意見も活

用し、授業を開発しようと試みた。

　判決文を活用した法教育について梅野氏の先

行研究がある。同氏は、「私たちは法社会に生

きている。立場や意見は違っていても、法にも

とづき、適正な手続きを経て確定した結論に

は、高い水準で社会的合意がなされたものとし

て尊重することを義務づけられている。そうし

なければ、社会を形成するシステムそのものが

不安定なものと化すからである。社会は、こう

して憲法や法令を実体として確認していく。」1）

と述べている。社会科は、社会認識を深め、公

民的資質を育成する教科であると考える。そう

であるならば、社会的合意の到達点と水準を含

みもつ判決は、社会科における恰好の教材であ

る。

　係争中の事件を教材として用い、判決が確定

していないにも関わらず、生徒たちに自由に討

論させている授業例も見受けられるが、生徒た
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ちの意見のほとんどが感情的な一私見で終わっ

ているというのが現状である。この点について

は、梅野氏も指摘するところであり、「私たち

は、授業では確定した判決文を使用することを

原則としている。控訴や上告が無くて確定した

か、また確定せずとも和解などで裁判が終結し

たものを活用する。」2）と述べている。そこで、

本研究では、確定した判決文を基に、憲法を学

習するうえで欠かすことができない憲法の対国

家規範性と憲法14条1項の平等権に関する授

業料の開発に取り組んだ。

2．対国家規範性の学習における問題点

　中学校社会科公民的分野において、様々な憲

法学習の授業量が開発され、実践されている

が、生徒たちに「憲法とは何か」「法律とは何

か」という問いを投げかけたとき、その問いに

答えることができる生徒は何人いるだろうか。

私自身、大学生にこの問いを投げかけたとこ

ろ、この問いに正確に答えることができた学生

はほとんどいなかった。その背景には義務教育

でもある中学校社会科の授業における憲法学習

のあり方に問題があるのではないだろうか。

　「憲法とは何か」「法律とは何か」という問い

に対して、一言で答えるならば、法律が国民の

権利や自由を制限しているのに対し、憲法は国

家権力を制限し、国民の権利や自由を守る対国

家規範である。憲法学を学ぶ者は、個別の人権

について学習する前に、私人間における人権の

保障という項目で様々な学説や判例を通して憲

法の対国家規範性について検討する3）。この点

については、中学校の教科書においても基本的

人権の学習に入る前に、「人権の保障は、まず

第一に国家に向けられています。国家に対し

て、個人を尊重して自由な活動や幸福で平和な

生活を実現することを要求しているのです。い

っぽう、国家は、個人の自由を侵害してはなら

ず、個人の生活を豊かにする政策をおし進めな

ければなりません。」4）という説明がなされてい

る。義務教育である中学校において、様々な学

説や判例まで学習する必要はなく、教科書で述

べられている点を理解すれば十分であると思わ

れるが、このような説明を聞いただけで、生徒

が憲法の対国家規範性を理解できるとは考えら

れない。

　学校現場で法教育に対して難しいイメージが

あるとするならば、教科書ではほとんど触れら

れていない民法、刑法、訴訟法なども教えなけ

ればならないと考えているからではないだろう

か。生徒が憲法の基礎的な理解もできていない

現状において、教員は教科書を基礎として法教

育の授業を実践していくことが重要であると考

える。ただ、教科書「を」教える授業ではな

く、教科書「で」教える授業へと変えていく必

要がある。また、新学習指導要領でも言われて

いるように、基礎的・基本的な知識・技能の

「習得」のみならず、それらを「活用」して思

考力・判断力・表現力等が育成できるよう配慮

する必要がある。

　これまでの憲法学習では、憲法と法律の違い

について考えさせるということをしていないと

言っても過言ではない。そのため、私人5）対私

人の事件においても、生徒たちから違憲とか合

憲といった意見が出てくる。つまり、生徒たち

は憲法も法律と同じように、私たちが守らなけ

ればならないものであると考えている。しか

し、憲法は対国家規範である。98条は、憲法

に反し、無効になるものとして「法律、命令、

詔勅及び国務に関するその他の行為」と国家行

為ばかりあげているところがらも、それはよく

わかる。とすると、憲法に反する行為を私人が



したとしても、憲法を根拠に無効になるという

ことはできないことになる。もちろん、私人も

他人の生存や財産、自由を侵害することは許さ

れないが、それは民法の不法行為として損害賠

償や、物権などを根拠にした差止の対象になる

とか、刑法に触れるものとして許されないかと

いうに過ぎないということになる。

　この点については、司法試験の予備校として

も有名な伊藤塾塾長である伊藤真氏も「私たち

の塾に通う学生の多くは、憲法と法律の違いを

知らない。…憲法は国家権力の側に歯止めをか

ける道具であるのに対して（99条）、法律は私

たちに対する行動の基準となるものである。こ

のように憲法と法律とでは質的にまったく異な

るものである。」6）と述べている。

　授業実践家としても有名で、多くの著書を出

されている河原和之氏の実践からもこの問題点

が見えてくる。河原氏は自由権の内容を具体的

に学習したあとのまとめの教材として「市川猿

之助ストーカー事件」を取り上げている7）。河

原氏がこの教材を取り上げた理由として次の3

点を挙げている。「①比較的有名な芸能人であ

り、三面記事的内容だが子どもたちにとっても

興味のある内容である。②市川さんにとって

も、女性にとってもそれぞれに自由権がからん

でいる事件であり、論争がおこりやすい。③自

由権のさまざまな内容が網羅されている事件で

ある。具体的には、市川さんからすると、プラ

イバシーの権利、財産権、生命・身体の自由か

ら、そして女性からは表現の自由、思想・良心

の自由、平等権からそれぞれの立場を主張でき

る。」しかし、河原氏は①と②を重視するあま

り、③で述べている憲法の人権についての本質

的な理解を困難にしてしまう教材を選んでしま

っている。

　なぜなら、この事件は私人間での事件であ
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り、対国家規範である憲法を理解するのに適し

た教材とはいえない。実際に授業後の生徒の意

見を分析してみると、加害者である女性は一私

人であるにもかかわらず、女性の行為が違憲で

あるという意見が多く見られる。これらの意見

を見るだけでも、生徒が憲法の対国家規範性を

理解できていないことがよくわかる。憲法の自

由権はその成立過程からみても、まさしく対国

家規範である。それを理解しないまま自由権の

学習を終わるとすれば、憲法の本質を理解でき

ないまま中学を卒業してしまうことになる。実

際に私自身、大学の授業においてもその点を痛

感しており、伊藤氏も指摘しているところであ

る、そこで、上記の問題点を克服する憲法と法

律の相違点について考える授業を提案し、法律

を専門としていない学科専攻の学生を対象に一

種のマイクロティーチング的手法で実際に以下

の授業案に基づいて授業を行ってみた。

3．憲法と法律の相違点

について考える授業案8）

　1時問目の授業では、憲法と法律：の相違点に

関する基礎的な知識を習得する学習とした。こ

の指導案については、教科内容の改善に関わる

点に焦点を当てるため、目標はその点に限定

し、「憲法と法律の違いについて説明すること

ができる。」という一つの目標を設定した。導

入では、「私たちは好きなことを話し、好きな

人と結婚し、好きな宗教を信仰できますが、そ

れはなぜですか。」という問いを投げかけるこ

とにより、普段、．当たり前のことと思っている

ことについて意識させる。そして、「誰であれ

ば、このような自由を制限できる力を持つこと

ができると思いますか。」という問いを投げか

けることにより、国家権力という存在に気づか
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せる

　展開では、「Aは地元にある中小企業B社に

就職したいと考え、採用試験を受けた。B社

は、社長は浄土真宗であることから、これまで

浄土真宗のものを採用することにしていた。A

は天台宗であったため、B社はAを採用しな

かった。AはB社による不採用の決定は「信

教の自由」に反し、違憲無効であるとして、訴

えた。」という事例（事例1）と「Aは故郷の

C町の町役場に就職したいと考え、採用試験を

受けた。C町は、町民のほとんどが浄土真宗で

あることから、これまで役場の職員は浄土真宗

のものを採用することになっていた。Aは天

台宗であったため、C町はAを採用しなかっ

た。AはC町による不採用の決定は「信教の

自由」に反し、違憲無効であるとして、訴え

た。」という事例（事例2）を読み、B社とC

町はそれぞれ信教の自由に反しているのか、と

いう点について考えさせる。この点について

は、まず自分の意見を書かせた後、憲法の人権

規定にある「侵してはならない」「保障する」

の主語について考えさせる。その際、憲法99

条から憲法尊重擁護義務があるのは誰なのかに

ついて確認しておきたい。また、刑法や道路交

通法と比較することにより、最終的には法律が

国民の権利や自由を制限しているのに対し、憲

法は国家権力を制限し、国民の権利や自由を守

る対国家規範であることを気づかせたい。

　その後、もう一度事例1と2を読み、B社と

C町がそれぞれ信教の自由に反しているのか、

という点について改めて考えさせ、C町は国家

権力であるのに対し、法人であるB社は私人

であることについて気づかせたい。大学で試行

的に行った授業では、最初の意見と授業後の意

見とで意見が変わっている学生が多かった。最

初の意見では、B社とC町は共に信教の自由

に反し違憲であると書いていたのに対し、授業

後は、C町は信教の自由に反し違憲であるが、

B社については憲法問題とならず、違憲ではな

いという意見が多く見られた。

　まとめでは、感想文を書くことにより、憲法

と法律に対する自分の認識が、学習を通してど

のように変化したのか、という点について意識

させ、自分の言葉で憲法と法律の相違点につい

て説明できるようになることを目指した。

　2時引目の授業では、1時縄目で習得した知

識を活用する学習とするために、実際の判例9）

を題材とした事例を用いた。この指導案につい

ても、教科内容の改善に関わる点に焦点を当て

るため、「憲法と法律の違いを理解したうえで、

応用問題にも対処できる。」という簡潔な目標

を設定している。導入では、1時間目に学習し

た憲法と法律の相違点について質問し、1時問

目の学習で習得した知識がしっかりと定着して

いるかを確認する。

　展開では、まず「Aは大企業X社に就職し

たいと考え、採用試験を受けた。X社は、社

長が浄土真宗であることから、これまで浄土真

宗のものを採用することにしていた。Aは天

台宗であったため、X社はAを採用しなかっ

た。AはX社による不採用の決定は「信教の

自由」に反し、違憲無効であるとして、訴え

た。」という事例（事例3）を読み、1時間目で

学習した事例1と異なっている点について気づ

かせたい。事例1のB社は中小企業であった

が、事例3のX社は大企業である10）。1時間

目の学習を踏まえるならば、大企業であろうと

もX社は私人であるので、そもそも信教の自

由に反するかどうかという憲法問題にさえなら

ず、X社は自由に浄土真宗の者だけを採用で

きることになる。しかし、国家に匹敵するよう

な大きな力（社会的権力）を持った大企業X



社と自然人を比べた場合、この結論は妥当なの

であろうかという疑問も生まれるに違いない。

　そこで、民法90条、709条11）というものを

紹介する。憲法の人権規定に反することは、公

序良俗に反したり、不法行為になったりする場

合があるということを気づかせる。そのうえで

事例3の問題について考えさせる。そうする

と、大きく次の3つの考え方に分かれることが

想定される。①大企業といえども、私人である

ので一切憲法を適用しないという考え方。②大

企業を国家権力と同視し、憲法を直接適用する

という考え方。③憲法の意義を重視しつつも、

大企業の社会的権力を考慮し、民法の一般条項

（90条、709条）に憲法の趣旨をはめこむとい

う考え方。これら3つの考え方については、憲

法学の世界でも無効力説、直接適用説、間接適

用説12）といった3説に分かれており、1つの正

しい答えというものはなく、論拠さえ示されて

いればオープンエンドの授業形態が望ましい。

　まとめでは、事例3の問題についてディスカ

ッションさせたうえで、レポート課題で他人の

意見と比較しながら自分の意見を論理的に説明

させる。③の考え方が多くなると思われるが、

③の考え方をとったとしても、人権の無条件の

遵守が社会の公序であるとすれば、②の考え方

をとった場合とほとんど結論は異ならないし、

逆に人身売買や強制労働のように、私人による

極端な人権侵害のみを公序良俗違反として私法

上の効力を否認するのであれば、実際上の効果

は①と同じことになる。このようにこの授業で

取り上げた事例については、多様な意見が出て

くると考えられるが、しっかりとした論拠が示

されていればむしろ多様な意見が出てくること

はこの授業が目指すところである。

　本授業案を試行的に大学の教職科目「社会」

の授業で行った結果、予想以上の反響を得るこ
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とができた。多くの学生から、「中学校の憲法

の授業では、条文を覚えるというようなことを

ずっとやっていたが、今回の授業では様々な事

例を考える中で憲法と法律の違いを初めて理解

することができました」という意見をもらっ

た。

　新学習指導要領では、各教科において基礎的

・基本的な知識・技能の習得のみならず、それ

らを活用することによって思考力・判断力・表

現力等が育成されることまで求められている

が、本授業案はまさしくこの新学習指導要領が

求めるものであり、憲法の本質的な理解は憲法

に苦手意識をもってしまう子どもたちを一人で

も少なくすることにつながるものと考えてい

る。次に憲法学習において最初に学習すること

が多い人権規定である平等権について検討した

い。

4．平等の学習における問題点

　中学校社会科公民的分野において平等権を学

習するとき、「道徳の時間」の人権学習を簡略

化したような学習で終わってしまうことが多い

ように思われる。憲法14条1項にあるように、

「人種、信条、性別、社会的身分、又は門地に

より、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない」ということを学習すること

は重要であるが、社会科でこのような人権を尊

重するよう感化する教育でよいのだろうか。社

会科は、社会認識を深め、公民的資質を育成す

る教科である。そうすると、社会科で平等権を

学習するとき、条文の理解（暗記）で終わるこ

となく、「平等」の意味について深く追求する

ことが必要になってくる。

　平等権の学習に関する先行研究は多く存在す

るが、「平等」の意味について考えたものは少
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ない。「平等」の意味について考えさせる数少

ない先行研究の中に、アファーマティブ・アク

ションを取り上げ、機会の平等と結果の平等と

いう観点から「平等」の意味について考えさせ

る大杉氏の授業がある13）。この授業は、機会の

平等と結果の平等について考える興味深いもの

である。ただ、この問題を考える際、機会の平

等を原則として、個々の事案について合理性の

有無を判断していくことが重要になってくる。

なぜなら、結果の平等を突き詰めれば、一種の

共産主義へと行き着いてしまうからである。資

本主義社会において機会の平等を原則とするこ

とは、社会的合意と言っても過言ではない。も

ちろん、機会の平等を原則として、結果の平等

を志向していくことは重要であるが、この授業

において機会の平等と結果の平等を並列的に取

り扱っている点には問題がある。ここでも、機

会の平等を原則として、アファーマティブ・ア

クションについて合理性の有無を判断していく

べきである。

　ミシガン州立大学では、学部の入学選考の

際、少数派の受験生に150点満点で20点加点

する制度を取っていたほか、ロースクールの入

試制度では「割当制」に基づき一定の比率で少

数派を合格させていた。連邦最高裁判所は、2003

年6月23日、人種的少数派を優遇するミシガ

ン州立大学ロースクールと同大入文科学芸術学

部の入試制度について判決を下した。まず連邦

最高裁判所は前者について合憲であるとの立場

を示し、これにより大学が入試選考においてア

ファーマティブ・アクションを今後も採用する

ことが可能となった。ただし後者の人文科学芸

術学部の制度については、人種的要因をあまり

にも重視しすぎるとして違憲判決を下した。同

じ大学でありながら、連邦最高裁判所が異なる

判決を下した最も大きな理由として、ロースク

ールの入試制度は、確かに学生集団の多様性の

ために人種的少数派のクリティカル・マス

（critical　mass：結果を出すために必要な数量の

こと）を入学させているが、しかしそれは入学

志願者の特定のグループと他の者との競争を妨

げるものではないのに対して、人文科学芸術学

部の制度は、人種的少数派という理由だけでそ

の入学志願者に対し自動的に20ポイント（合

格するためには100ポイント必要）を付与して

いることから、人種という要因が極めて大きな

効果を持つ、という点が挙げられる。つまり、

連邦最高裁判所も機会の平等を原則として、合

理性の有無で合憲性について判断を下している

ことがわかる。この授業の終結では、「私たち

の社会のあり方として、優遇措置を認めるかど

うかクラスで考えをまとめなさい。」という指

示を投げかけているが、ミシガン州の例だけを

取り上げて、人種問題における背景事情が全く

異なる私たちの社会に優遇措置を認めるべきか

否かという二者択一の選択肢は決して正しいも

のではない。やはり、私たちの社会における

個々の事案について、機会の平等を前提としつ

つも、合理性があるかどうかで考えていくべき

問題である。

　この授業のもう一つの問題点は、アメリカの

事例であるということである。生徒をとりまく

日本の社会的現実から離れ、生活実感と説得力

に欠けるということになりかねない。法教育の

パイオニアでもある江口勇治氏は法教育におけ

る基本的な考え方として次のように述べてい

る。「一つは、人々や社会を規律する法は「生

きた個人と社会」を基本的には前提としている

ことを最終的には学ばせることである。……次

に法的資質や法的技能は独立して存在している

わけではなく、経済や政治の空間との関連で大

きな意味をもつと考えるべきである。そのため



法律自体の教育ではなく「法に関連した」社会

理解のための教育の中において、法が観念され

るべきである」14）。「生きた個人と社会」を学ば

せるには、私たちが生きる日本社会における事

例を取り上げるべきである。また、「法に関連

した」社会理解のための教育を行うには、日本

社会に存在する問題や事件を扱うべきである。

そこで、本研究では日本社会の事件を扱う日本

の裁判所によって出された判決に基づき授業を

構成するように努めた。また、中学校の社会科

ということも考え、難解な判決文をそのまま教

材として用いるのではなく、身近な事例に置き

換えて、判決に示された「平等」の意味につい

て考える授業案を開発するよう努めた。具体的

には、1時間目は、形式的平等（機会の平等）

と実質的平等（結果の平等）、そして絶対的平

等と相対的平等について考えるように構成され

ている。また、2時問目では、1時間目で学習

した知識を活用し、実際に裁判になった事件に

ついて考える授業になっている。

5．「平等」の意味について

　　　考える授業案15）

　1時間目の授業では、形式的平等と実質的平

等16）、絶対的平等と相対的平等17）について考え

る学習とした。この指導案については、教科内

容の改善に関わる点に焦点を当てるため、目標

はその点に限定し、「形式的平等と実質的平等、

絶対的平等と相対的平等という観点から、日本

国憲法14条1項における「平等」の意味につ

いて説明することができる。」という一つの目

標を設定した。導入では、「資本主義社会にお

ける平等とは何ですか。機会を平等に与えるこ

とですか、結果までも平等にすることですか。」

という問いを投げかけることにより、普段、特
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に考えない言葉の意味について考えさせる。そ

して、「月給が100万円の人にも20万円の人に

も平等に30％の税金を課すことを妥当と考え

ますか。」という問いを投げかけることにより、

資本主義社会における機会の平等を原則としつ

つも結果の平等を目指すことの重要性について

気づかせる。

　展開では、まず、「産休制度を手がかりにし

て、よりよい社会のためには絶対的平等と相対

的平等のどちらの考え方が適当か考えてみてく

ださい。」という問いを投げかけ、絶対的平等

と相対的平等という「平等」に対する2つの考

え方を紹介し、その上で、どちらの考え方が現

代社会においては適当であるか考えさせる。現

代社会においては、相対的平等という考え方が

妥当である18）ことを理解させた上で、相対的平

等であるか否かの判断基準でもある合理性の有

無について身近な問題を通して考えさせる。具

体的には、「A市営地下鉄が男性の乗車を禁止

する女性専用車両を設けることは憲法14条の

法の下の平等に反しますか。」という問いを投

げかけ、女性を優遇することの合理性について

考えさせたい。実際には、大阪市営地下鉄等で

は、男性の乗車を禁止する法的拘束力はなく、

あくまで鉄道事業者が乗客に任意協力を求めて

いるものであるとしているが、今回は男性の乗

車を禁止する制度であるということにしてこの

問題を考えさせたい。この場合、痴漢行為の抑

制という制度の目的と、目的を達成するための

手段という両側面から合理性について考えてい

く必要がある。

　まとめでは、憲法14条1項で述べられてい

る「平等」の意味について論述させ、形式的平

等と実質的平等、絶対的平等と相対的平等とい

う観点を踏まえて、憲法14条1項の「平等」

について具体的に論述できているか確認する。
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日本の現代社会においては形式的平等を原則と

して実質的平等を志向している。また、絶対的

平等という考え方ではなく相対的平等という考

え方をとり、合理性の有無によって差別か区別

かを判断している。このような日本の現代社会

における社会的合意としての「平等」の意味に

ついて学習することをこの時間の目標とした

い。

　2時薄目では、1時早目で学習した現代日本

社会における社会的合意としての「平等」の意

味について復習した後、その学習を活かして平

等権に関わる実際の事件を解決することを目指

す。平時の目標についてはここでも教科内容の

改善に関わる点に焦点を当てるため、目標はそ

の点に限定し、「憲法14条且項「平等」の意味

について理解したうえで、「平等」に関連する

問題を自分自身で解決することができる。」と

いう一つの目標を設定した。

　導入では、随時で学習した憲法且4条1項の

「平等」の意味について振り返ってみたい。展

開では、実際に裁判になった事件19）を題材とし

て、前哨で学習した知識を活用して妥当な解決

策を自分自身で見つけ出すという活動に取り組

ませたい。具体的には、且973年の最高裁判決

を基にした事例について考えさせる。事例は、

「被告人は、実父に10年以上にわたって、虐待

を受けてきた。そのため、早く家を出たいと思

っていた被告人は、16歳の時、住み込みの仕

事を見つけ、自立することを決意した。このこ

とを知った実父は被告人を10日間監禁し、脅

迫虐待した。結果、被告人は思いあまって実父

を殺害し、自首した。」というものである。当

時、尊属殺重罰規定（刑法200条）が置かれて

おり、本事例は尊属殺人にあたる。当時の刑法

では、普通殺人には刑法199条が適用され、3

年以上の懲役を科すことができるのに対し、尊

属殺人では死刑か無期懲役という結果になって

しまう。ここで、本事例を憲法14条の観点か

ら検討する際、2つの視点が必要になってく

る。ここでは、寸時の学習を活かし、立法目的

と立法目的達成手段という両側面から合理性に

ついて考えさせる必要がある。実際の裁判にお

いても、裁判官はこの両側面から検討を行って

いる。立法目的は「尊属に対する尊重報恩とい

う道義を保護する」ことにあるが、この立法目

的が合理的であるかどうか、道徳と法律という

観点も踏まえ生徒たちに考えさせたい。また、

立法目的が合理的であるとした場合、立法目的

達成手段として合理的であるかどうかについて

も検討する必要がある。この際、グループで討

論しながら、それぞれについて考えさせるよう

にしたい。なぜなら、民主主義社会において

は、必ず他人の意見を尊重し、他人の意見を理

解した上で、自らの考えを構築することが非常

に重要であるからである20）。

　生徒たちの意見としては、立法目的も立法目

的達成手段も合理的であるという見解、立法目

的は合理的であるが、立法目的達成手段が不合

理であるという見解、立法目的達成手段につい

て考えるまでもなく、立法目的そのものが不合

理であるという見解の3つに分かれる可能性が

考えられる。しかし、本授業では、何かの合意

に至らせるというようなことはせず、自らの見

解に対するしっかりとした論拠を示すことがで

きていれば良しとし、オープンエンドの形態で

授業を終わらせたい。実際に、本事例の基にな

った裁判においても裁判官の意見は3つに分か

れている。最終的には、立法目的達成手段が不

合理であるという見解が多数意見となった。し

かし、立法目的そのものが不合理であるという

少数意見が世論を動かし、現在では尊属殺重罰

規定そのものが廃止されている。まとめでは、



裁判所が出した実際の判決を紹介し、レポート

課題として、自らの見解とそこに至った論拠を

まとめてくるよう指示し、授業を終えたい。

6．おわりに

　平成21年5月21日から裁判員制度が始ま

り、学校教育においても法教育の重要性が叫ば

れるようになってきた。中学校社会科公民的分

野で学習する憲法学習は、義務教育の必修科目

ということもあり、法教育の根幹をなすものと

して非常に重要な位置にあると考える。社会科

は、社会認識を深め、公民的資質を育成する教

科である。一私見を述べたり、条文の暗記に終

わったりすることのないよう、憲法の本質につ

いて理解したうえで、平等権の学習について言

えば、現代社会における「平等」の意味につい

て追求し、他人の意見を尊重した上で、自らの

価値観で個々の事例について平等であるかどう

かについて考え、しっかりとした論拠をもって

自らの意見を構築できることが必要なのであ

る。本研究が今後の憲法学習に関する議論の一

素材となれば幸いである。
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　　さ」が欠けている人は「批判的思考の自覚が

　　弱い人」であり、考え方そのものに問題があ

　　ろうとなかろうと、とにかく相手を口論で打

　　ち負かそうとする誰弁家でしかない。
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〈資料1＞

1．本時の目標

憲法と法律の違いについて説明することができる。

2．学習過程

導
入
（
1
0
分
）

展
開
（
3
0
分
）

ま
と
め
（
1
0
分
）

学習活動・学習内容

「私たちは好きなことを話し、好きな人と結婚し、

好きな宗教を信仰できますが、それはなぜですか。」

「誰であれば、このような自由を制限できる力を持

つことができると思いますか。

・事例1を読む

「B社は信教の自由に反していると思いますか。そ

れはなぜですか。」

・事例2を読む

「C町は信教の自由に反していると思いますか。そ

れはなぜですか。」

・憲法の人権規定にある「侵してはならない」「保

障する」という表現に注目させる。

「誰が「侵してはならない」のでしょうか。誰が
「保障する」のでしょうか。」

・身近にある法律を取り上げ、憲法と比較させる。

刑法

道路交通法

・事例1の中小企業B社が法人であり、法人とは

何かについて考えさせる。

「iphoneを作ったのは誰ですか。」

’　rappleo　j

・事例2のC町は私人か国家権力であるかについ
て考えさせる。

・もう一度、事例1と事例2を読み、B社とC町
はそれぞれ信教の自由に反するか考えさせる。

　この授業を受けて、憲法と法律に対して持ってい

た認識がどのように変わったのか感想文を書かせ
るQ

指導上の留意点

普段、当たり前のことと思っていることについて意

識させる。

国家権力というものを気づかせる。

自分なりの意見を書かせる。

自分なりの意見を書かせる。

憲法が国家権力を制限し、私たち国民の権利や自由

を守っているものであることを気づかせる。

刑法や道路交通法などに「してはならない」と書か

れているが、誰がしてはならないのかについて考え

させ、法律が国民の権利や自由を制限しているのに

対し、憲法は国家権力を制限し、国民の権利や自由

を守る対国家規範であることを気づかせる。

私たちも会社を人と扱っていることに気づかせる。

そして、事例1ではB社とAという私人対私人の
問題であることを気づかせる。

C町が国家権力であることを気づかせる。

最初に書いた自分の考えとどのように変わったの

か、それはなぜなのかということについて説明でき

るようにする。

法律が国民の権利や自由を制限しているのに対し、

憲法は国家権力を制限し、国民の権利や自由を守っ

ているということを理解できたか確認する。
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〈資料2＞

1．本時の目標

憲法と法律の違いを理解したうえで、応用問題にも対処できる。

2．学習過程

導
入
（
1
0
分

展
開
（
3
0
分
）

ま
と
め
（
1
0
分
）

学習活動・学習内容

前回学習した「憲法とは何か」、「法律とは何か」と

いう点に対して質問する。

・事例3を読む

前回学習した事例1とどの点が異なっているのか答

えさせる。

・大企業も私人であるが、中小企業とどのような点

で異なるか考えさせる。

・事例1こ口きと同じように私人対私人の問題とし

て考えてよいか考えさせる。

・民法90条、709条というものを紹介する。

その時、公序良俗に反するとはどういうことか、不

法行為とは何か、ということについて考えさせる。

・改めて、事例3の問題について考えさせる。

「X社は信教の自由に反していると思いますか。そ

れはなぜですか。」

3つの考え方が想定できる。

・大企業といえども私入であるので、憲法を適用し

ないという考え方

・大企業を国家権力と同視し、憲法を直接適用する

という考え方

・憲法の意義を重視しつつも、大企業の社会的権力

を考慮し、民法の一般条項（90条、709条）に憲法

の趣旨をはめこむという考え方

・ディスカッションさせたうえで、レポート課題で

下話の意見と比較しながら自分の意見を論理的に説

明させる。

指導上の留意点

前回の学習がしっかり定着しているか確認する。

事例1の中小企業が大企業になっている点に気づか
せる。

大企業の社会的権力について気づかせる。

大企業が国家権力と同視できることに気づかせる。

ただし、憲法とは何か、という点についても改めて

考えさせるようにする。

憲法の人権規定に反することは、公序良俗に反した

り、不法行為になったりする場合があるということ

を気づかせる。

これら3つの考え方については、1つの正しい答え

というものはなく、論拠さえ示されていればオープ

ンエンドの授業形態になるようにする。

憲法と法律の相違点を理解したうえで、しっかりと

した論拠をもって、自分の意見が述べられているか

確認する。
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〈資料3＞

（1）本時の目標

　形式的平等と実質的平等、絶対的平等と相対的平等という観点から、

の意味について説明することができる。

（2）学習過程

日本国憲法14条1項における．「平等」

導
入
（
1
0
分
）

展
開
（
3
0
分
）

ま
と
め
（
1
0
分
）

学習活動・学習内容

「資本主義社会における平等とは何ですか。機会を

平等に与えることですか、結果までも平等にするこ

とですか。」

「月給が100万円の人にも20万円の人にも平等に
30％の税金を課すことが妥当と考えますか。」

・絶対的平等と相対的平等

「産休制度を手がかりにして、よりよい社会のため

には絶対的平等と相対的平等のどちらの考え方が適

当か考えてみてください。」

「A市営地下鉄が女性専用車両を設けることは憲法

i4条の法の下の平等に反しますか。」

本日の学習を踏まえて、憲法14条1項で述べられ
ている「平等」の意味について、論述する。

指導上の留意点

普段、特に考えない言葉の意味について考えさせ

るQ

資本主義社会における機会の平等を原則としつつも

結果の平等を目指すことの重要性について気づかせ
る。

絶対的平等と相対的平等という「平等」に対する2

つの考え方を紹介する。その上で、どちらの考え方

が現代社会においては適当であるか考えさせる。

制度の目的と目的を達成するための手段という両側

面から合理性の有無について検討させる。

形式的平等と実質的平等、絶対的平等と相対的平等

という観点を踏まえて、憲法14条1項の「平等」

について具体的に論述できているか確認する。
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〈資料4＞

（1）本時の目標

憲法且4条1項「平等」の意味について理解したうえで、「平等」に関連する問題を自分自身で解決することが

できる。

（2）学習過程

導
入
（
1
0
分
）

展
開
（
3
0
分
）

ま
と
め
（
1
0
分
）

学習活動・学習内容

「平等の意味について説明してください。」

・当時の刑法では被告人に刑法200条が適用されて

しまいますが、憲法14条1項を用いて刑法199条
が適用できないか検討しなさい。（グループ討論）

「被告人は、実父に10年以上にわたって、虐待を受

けてきた。そのため、早く家を出たいと思っていた

被告人は、16歳の時、住み込みの仕事を見つけ、

自立することを決意した。このことを知った実父は

被告人を10日間監禁し、脅迫虐待した。結果、被

告人は思いあまって実父を殺害し、自首した。」

（当時の刑法）

刑法199条：人ヲ殺シタ者ハ死刑又ハ無期若シクハ

三年以上ノ懲役二三ス

刑法200条＝自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル

者門田刑又ハ無期懲役即処ス

・類似の事件に対して裁判所が下した判決を一つの

考え方として紹介する。

・レポート課題として、自らの見解とそこに至った

論拠をまとめてくるよう指示する。

指導上の留意点

前時の学習が身についているか確認する。

憲法14条1項を用いて妥当な解決策を導き出せて
いるか確認する。

刑法200条の立法目的と目的を達成する手段という

両側面からその合理性について考えさせる。

一つの妥当な解決策として生徒たちに紹介する。

憲法14条1項の観点から刑法200条の合憲性につ
いて考えることができていれば、どのような結論で

も構わない。


